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公益法人
への寄附 所得金額

所得控除額

（ 寄附額 － 2,000円 ） ×－ ＝所得
税率 税 額

（注１）

所 得 控 除

税額控除対象の
公益法人への寄附

所得金額

選択可

税額控除額

（ 寄附額 － 2,000円 ） × 40％ ＝× －所得
税率 税 額

（注２）

（注１）

税 額 控 除

税額控除対象法人は、
　平成29年8月末時点で
　　991法人（注３）

（注１）寄附額のうち、所得控除額は総所得金額等の40％相当額が限度
（注２）税額控除額は、所得税額の25％が限度
（注３）寄附した先の法人が税額控除対象法人かどうかは、公益法人informationで
確認することができます

【税額控除対象法人になるための要件】（①か②のいずれかが必要）
①3,000円以上の寄附者が、平均して年に100人以上
　（公益目的事業費用が年間１億円未満の場合、必要な寄附者数を緩和）
かつ、寄附金額が平均して年に30万円以上
②法人の総収入金額に占める受入寄附金総額の割合が1／5以上

たとえば、税額控除対
象の公益法人に対し、
１万円を寄附した場合
・・・

税額控除は、高所得層
よりも低所得層への減
税効果が大きくなりま
す！

3, 200円が所得税
から控除される計算

出所：公益法人インフォメーション
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zei_kojin.html

①　公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇
　★所得税

所得税について、以下の優遇があります。

　★個人住民税
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金（公益法人に対する
寄附金等）は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます（税額控除）。
　ア　都道府県が条例指定 … （寄附金額－2,000円）×４％
　イ　市区町村が条例指定 … （寄附金額－2,000円）×６％
　　　⇒重複指定であれば、 （寄附金額－2,000円）×10％

②　公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇
　★法人税

法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一
定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の
損金算入限度額が設けられています。


